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この広報紙は皆様からの赤い羽根共同募金配分金の一部でつくられています。
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ひとりぼっちをつくらない地域づくり
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　三月になると「三月ひなのつき」という石井桃子さんの絵本のこと
を思い出します。「もの」に託された親の願い。親から子へ受け継が

れていくなかで、「もの」は、単なる「もの」ではなくなり、親子をつなぐ絆となり、いつしかその子の心を
支えるよすがともなりうる。来月、4月には新たな旅立ちを迎える方も多いと思いますが、時を経たものだけ
が持つ価値にも、思いをはせたいと思います。（O.C）

社 協 の つ ぶ や き社 協 の つ ぶ や き
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

（令和4年1月受付分）

◀稲美町建設業協会様より(R4.1.14)

アイノ土建㈱様、㈱井澤組様、㈱石川工務店様
稲美野開発㈱様、岡本設計工房㈱様、㈱杉本建設様
㈱大起建設様、玉田建設㈱様、中岡住建㈱様
英建設㈲様、㈱福田組様、㈲藤田組様
山本建設㈱様、ユウキ建設㈱様

善意の預託ありがとうございました

金銭寄附

物品預託

　　　氏　名（敬称略）
ADEKA労働組合
和田無人販売所
匿名
稲美町建設業協会（写真）
匿名
匿名
　　　氏　名（敬称略）
匿名
旭食品㈱

内容
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
寄附
内容
寄附
寄附

金　額 　　
￥20,000
￥18,100
￥3,000
￥34,323
￥1,175
￥4,879

物　品 　　
介護用品、食品1㎏

食品200㎏

VOICE
善意銀行では、皆
様の「何かしたい」
というあたたかい
お気持ちを金銭や
物品でお預かりし
ています。
町内で支援を必要
とされる方に皆様
の思いと共にお届
けしています。

令和3年度
歳末たすけあい募金

報告
1,240,940円

　12月にお願いしました「歳末たすけあ
い募金」へのご協力、誠にありがとうご
ざいました。
　また、令和３年12月8日(水)には町内
で支援を必要とされる84世帯176名の方
へ604,000円をこれまでにご寄附いただ
いた食品とともにお配りすることができ
ました。
　六甲バター株式会社様、旭食品株式会
社様をはじめご協力いただきました皆さ
ま、ありがとうございました。

VOICE
会場では、要約筆
記、手話通訳など
も行い、聞こえに
不安がある人も安
心して参加できま
す。
なお、新型コロナ
ウイルス感染症対
策（換気、社会的
距離を保つ）を行
いますが、状況に
より中止になる場
合があります。

令和３年度　耳の日のつどい講演会

～聴覚障がい児の教育現場からのメッセージ～
「聞こえない子どもをどう育てたらよいか」

どのご家庭にも聞こえない子どもが生まれてくる可能性があります。
そんな時に不安にならないように
また、聞こえない子ども達の為にどんな支援があるのか
教育現場に携わる講師よりお伝えします。
講演を通して聴覚障がいについて一緒に学んでみませんか。

日　時：３月27日（日）13：00～15：00
場　所：加古福祉会館（加古郡稲美町加古4369-3）
講　師：神戸聴覚特別支援学校　研修部　部長　冨田  裕介 氏
参加費：無料
定　員：30名
申　込：稲美町社会福祉協議会
　　　　（TEL）079-492-8668　（FAX）079-492-9170
　　　　（MAIL）inami-shakyo@bb.banban.jp

見た目ではわかりにくい障がいです。
加齢により誰でも聞こえづらくなります。

まずは想像してみませんか。
話し言葉やまわりの音が聞こえづらくなったら…。

【聴覚障がいといってもさまざまです】
●生まれつき聞こえない
●途中から聞こえづらくなった
　聞き取りにくくなった
●どちらか一方の耳だけ聞こえづらい　等

【聞こえない、聞こえづらいと
　　　　こんな気持ちになります】
●ひとりぼっち　●疎外感　●不安
●理解してもらえないと感じる　等

【聞こえづらいと、
　どんなことで困るでしょうか】（一例）
●音声だけだと大切な情報が得られない
●複数人数での会話が聞き取れない
●マスクで唇が見えないことで誰が話しているか
　わからない
●みんなの会話についていけない　等

わだい

2/7(月)
傾聴ボランティア・地域活動者養成講座
　　講師：稲松由佳氏（心理スペースぽれぽれ　心理カウンセラー）
　　演題：「コミュニケーションの基本」
ZOOMによるオンライン開催と会場での同時開催で17名の
参加がありました。
「相手を否定せず決めつけないこと」
「相手に寄り添って聞く大切さ」
などについてお話いただきました。

【参加者の声】
・ZOOMで参加した。グループワークの時に自分の声が聞こえてい
るのかなと思ったけれど問題なく視聴することもできた。

（オンライン参加80代男性）
・とても勉強になりました。ぜひ次回も参加したいです。

（オンライン参加・大学生）
・コミュニケーションを行う上で大切にすることを教えていただき、
ソーシャルワーカーとなるためにも身につけなければと思いました。

（オンライン参加・大学生）
・大学の授業とは違ったものだった。傾聴の講座は興味深く楽しく
聞くことができた。　　　　　　　　　　　　 （会場参加・大学生）
・つながりを大切にしたいと思った。自覚のないまま相手を傷つけて
しまうこともあると思った。 　　　　　　　　　（会場参加・大学生）
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ボランティア活動をあなたのサードプレイスに

令和４年度の新スタートはボランティア活動で

　高齢者施設などでボランティア活動（施設の草引き、送迎車の
清掃、施設利用者への手紙を書く等）を行い、活動実績に応じて
稲美町共通商品券を受け取ることができる事業です。
　ボランティア活動１時間につき、１ポイント付与されます。
　まずは説明会にご参加いただき、事前登録をお願いします。

稲美町在住65歳以上の方　限定
介護ボランティアポイント事業で
地域貢献、健康づくり、生きがいづくり、介護予防

介護ボランティアポイント事業　講演会
笑顔の種まき大作戦　～心晴れ晴れボランティア～

ボランティアについて知りたい方　何か新しい活動をはじめたいと思われる方
ボランティアについて楽しく学んでみませんか。

日　時：４月４日（月）10：00～11：30
場　所： 加古福祉会館（加古郡稲美町加古4369-3）
講　師： あそびの工房　もくもく屋　田川  雅規 氏
対　象： 町内在住の65歳以上の方
参加費： 無料
定　員： 20名
申　込：稲美町社会福祉協議会
　　　　（TEL）079-492-8668　（FAX）079-492-9170
　　　　（MAIL） inami-shakyo@bb.banban.jp

■ 3月22日(火)
■ 4月26日(火)
■ 5月24日(火)
■ 6月28日(火)
■ 7月26日(火)
10：00～11：00
障害者ふれあいセンター

【説明会日程】
事前申し込み要

登録者募集

運転（送迎）ボランティア
運転ボランティア「わかば」

運転ボランティア「わかば」は、地域の高齢
者やハンディがある方の送迎をしているボラ
ンティアグループです。
女性メンバーも在籍しています。
◆活動日時　月１回～（１回１時間程度）
◆活動内容　利用者宅といきがい創造センター
　　　　　　までの送迎
　　　　　　（いきいきセミナー参加者）
◆必要資格　普通運転免許
　　　　　　健康で安全運転が可能な方
※社協の公用車（AT車）での送迎です

調理ボランティア
給食ボランティア「ふきのとう」

給食ボランティア「ふきのとう」は、町内の見守りが必要な方にお届け
するお弁当を調理するボランティアです。
◆活動日時　水曜日、活動は月１回～（祝日、年末年始、７～８月除く）
◆活動場所　稲美町役場敷地内　いきがい創造センター調理室
◆活動内容　栄養士指導のもと、お弁当の調理（レシピあります）
※第１、第２、第３、第４水曜の中から固定週を選ぶ方が多数です
※エプロン、帽子の貸与あります
※検便をお願いしています
※現在は情勢により活動休止しています

まちづくりボランティア
「花一輪まちづくりの会」

「花一輪まちづくりの会」は、稲美町内に花
を飾る活動をしています。
花は見る人の心を豊かにします。
稲美を花で彩る活動を一緒にしませんか。
活動は、主に個人もしくは少人数作業ですの
で、マイペースで行うことができます。
◆活動日時　不定期（輪番制）
◆活動場所　稲美町役場玄関前
◆活動内容　花の手入れ、水やり

職員募集 【問合・申込】稲美町社会福祉協議会　事務局
　　　　　　　☎ 079-492-8668
【勤務地住所】稲美町加古5141番地

採用日：随時
勤務地：ひなたんぼ小規模多機能ホーム
仕　事：少人数の利用者に対して「通い」「宿泊」「訪問」
　　　　といったサービスを組み合わせて在宅介護を支
　　　　援している事業所でのケアプランの作成および
　　　　介護業務
資　格：介護支援専門員、認知症介護実践者研修、小規
　　　　模多機能型サービス等計画作成担当者研修（研
　　　　修修了者は優遇しますが、採用後に受講してい
　　　　ただくことも可能です）、普通運転免許（AT車
　　　　限定可）
月　給：198,600円、処遇改善手当別途支給
賞　与：年２回（計３か月）
時　間：８:30～17:15
　　　　１週間に38時間45分
※学校行事考慮します※通勤手当あり

■ケアマネジャー（嘱託職員）

採用日：随時
勤務地：訪問介護事業所スマイル173（いなみ）
仕　事：利用者宅での訪問介護業務
資　格：介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級）以上、
　　　　普通自動車免許
　　　　介護業務の経験があれば尚よし
　　　　普通運転免許（AT車限定可）
賃　金：生活援助（60分）時給1,250円
　　　　（試用期間３か月1,000円）
　　　　身体介護（60分）時給1,700円
　　　　（試用期間３か月時給1,360円）
　　　　処遇改善手当別途支給
　　　　訪問交通費１回300円
時　間：９:00～18:00の間の２～５時間程度

■訪問介護職員（非常勤職員）

【暮らしの法律相談　司法書士相談】

相談内容）登記・相続・遺言・成年後見・離婚等
日時場所）毎月第１木曜日　総合福祉会館（国岡6-184）
　　　　　毎月第３木曜日　母里福祉会館（野寺113-1）
　　　　　いずれも13:30～14:30
※ご相談内容は司法書士法に定める範囲に限ります
※相談は原則おひとり30分まで
※14:30までにお越しください

【暮らしの法律相談　弁護士相談】
予約要・相談無料 予約不要・相談無料

相談内容）法律相談全般
日　　時）毎月第２木曜日　13:00～15:00
場　　所）障害者ふれあいセンター（加古4369-3）
※相談は原則おひとり30分まで
※当月開催日翌日より次月の受付を開始します
（先着４名まで）
※予約受付は前日正午まで
　予約TEL（079）492-8668

ひとりで悩まず相談してみませんか

※なお、新型コロナウイルス感染症対策（換気、社会的距離を保つ）を
　行いますが、状況により中止になる場合があります。


